
奈良県治山事業促進協議会と技術支援協定を締結しました 
□奈良県コンクリート診断士会は、令和 4 年 2 月 8 日、奈良県治山事業促進協議会との技術支

援協定を締結しました（写真-1）。その内容は森林土木施設の点検診断や維持修繕計画などに

対する技術支援、研修会への講師派遣などの地域貢献を通じて会員の技術力向上を図ること

を目的とするものです（写真-2）。地域のコンクリート診断士会が、県や道路メンテナンス会

議と技術支援協定を締結した事例は、島根県や福井県の事例がありますが、森林土木施設を

対象に技術支援協定を締結した事例は、全国で初めてのこととなります。協定締結にご尽力

いただいた関係者の方々に感謝申し上げますとともに、微力ではありますが、社会インフラ

としてのコンクリート構造物の長寿命化に努力していく所存です。 

 

 
 

 

（写真-1） 

（写真-2） 



奈良県治山事業促進協議会との協定締結が報道されました 

 
□奈良県コンクリート診断士会は、令和 4 年 2 月 8 日、奈良県治山事業促進協議会と技術支援

協定を締結しました。その内容が奈良新聞（写真）や奈良テレビニュース

（https://naratowa.jp/index_cate.html?c=909460998559007889）で報道されましたので、 

お知らせします。 
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